
県は、平成30年、総合計画として策定した「やまぐち維新プラン」において、働き
方改革を主要プロジェクトの一つに位置付け、推進しています。

このプランに基づき、ワーク・ライフ・バランスの実現や、若者や女性、高齢者、
障害者など多様な人材が活躍できる環境づくりに向けて、施策を積極的に展開し
ています。
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県では、県内の労使団体、金融機関、大学、公的機関、行政機関などが一丸と
なって働き方改革を推進するため、平成28年8月、「やまぐち働き方改革推進会
議」を設立しました。

推進会議では、知事をトップに、県民の先頭に立って、ワーク・ライフ・バランスの
実現や魅力的な雇用の場づくりに向けた機運の醸成、普及啓発、取組成果の横
展開などを進めています。
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働き方改革を県全体で展開するため、身近な県内企業で、働き方改革が生産性
の向上につながった成功事例を創出し、それを横展開していくこととしています。

県では、平成29年度から、働き方改革に意欲的な管理職を募集して、職場リー

ダー養成講座を実施しています。また、講座受講企業のうち、希望される４社につ
いては、職場にコンサルタントを派遣して、取組をサポートするとともに、取組成果
の報告会を開催しています。

どのような課題にぶつかり、どういう対策を講じたかなど、参加者の共感を呼ぶ、
実践的で説得力のある報告が行われています。成果報告会は公開で開催します
ので、ぜひご参加ください。

これまで養成講座に参加した企業においては、その後、約半数の企業で、残業
時間が減少し、また、職場風土が改善したなどの成果が上がっています。
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働き方改革に積極的に取り組まれ、成果を上げておられる企業を認定する「誰も
が活躍できるやまぐちの企業」認定制度を、平成29年度に創設しました。
認定企業は、令和元年度時点で50社に達しています。

認定企業については、県内のハローワークにおける重点的なマッチング支援を
行うなど、県と国が連携しＰＲしています。

また、大手民間就職情報サイト「マイナビ」に山口県特集ページを設けるなど、優
良企業の人材確保を支援しています。
さらに、認定企業のうち、特に模範的な企業について表彰を行っています。
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働きやすい職場環境づくりに向けた、様々な支援制度です。
県では、平成30年度、「女性活躍促進施設整備補助金」を創設しました。

これは、Ｍ字カーブを解消するため、女性の離職防止や職域の拡大につながる
ような職場環境整備を支援するものです。

具体的には、製造業や運送業の現場における女性専用トイレの新設、防犯カメ
ラの新設などに対し、補助を行うものです。
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女性の就業促進と男性の家事育児への参画は一体的な問題です。

このため、県と国では、男性の育児休業取得促進に向けた奨励金制度を設けて
います。

また、知事自身が妊婦体験に挑戦した動画をユーチューブで公開し、ＰＲしてい
ます。

県では、「妊婦体験ジャケット」を貸し出し、学校での乳幼児とのふれあい体験な
どで活用しています。
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